
4 e-Govからの電子申請の方法

●e-Govを初めて使用される方は「利用準

備」ボタンをクリックして各種環境設定を

行ってください。

●マニュアルには電子申請をする際の一連の操作方法について記載しておりますので、ご参照のうえ、手続きを

お進めください。

●年度更新申告書の入力内容等については、「労働保険　年度更新　申告書の書き方」を参照するか、管轄の

都道府県労働局へお問い合わせください。

●e-Gov電子申請システムの画面操作方法等については、「e-Gov利用者サポートデスク」（電話番号

050-3786-2225（050ビジネスダイヤル））へお問い合わせください。

　受付時間　4月・6月・7月　　  平日9時から19時まで（土日・祝日は17時まで）

　　　　　　5月・8月から3月　平日9時から17時まで（土日・祝日および年末年始（12月30日から1月3日）は休止）

労働保険の電子申請は、e-Gov（イーガブ）から行うことができます。

●労働保険の年度更新手続につきましては、厚生労働省ホームページ内e-Gov電

子申請利用マニュアルの紹介https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/

に詳細な手順を記載しておりますのでご参照ください。
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電子申請にて申請いただきました年度更新申告につきましては、以下の手順で審査状況をご確認いただけます。

 

 

 

 

●審査状況をご確認いただくにあたって、e-Gov

アカウントログイン画面からログインしてください。 

●「申請案件一覧」をクリックしてください。 

●審査状況を確認したい申請案件の到達番号を

クリックしてください。 

●「ステータス」をご覧ください。審査状況をご確

認いただけます。 

「申請案件一覧」画面にて該当する到達番号をクリック後、「申請案件状況」画面の「納付情報」から電子納
付手続に進むことができます。

労働保険料の納付手続については、電子納付をご利用いただけます。

 

 
●口座振替をご利用いただいている場合は、「電子納付以外」を選択してください。

●「電子納付」を選択した場合でも、納付書または納付書の電子納付番号を用いて納付することができますが、
e-Govに納付情報は連携されないため、納付に関するご案内のメールが配信される場合があります。二重納
付にご注意ください。

●「電子納付以外」を選んだ場合でも、納付書に記載された電子納付番号を使って電子納付することができま
す。ただし、e-Govに納付情報は連携されません。

●口座振替をご利用いただいている場合は、「電子納付以外」を選択してください。

●「電子納付」を選択した場合でも、納付書または納付書の電子納付番号を用いて納付することができますが、
e-Govに納付情報は連携されないため、納付に関するご案内のメールが配信される場合があります。二重納
付にご注意ください。

●「電子納付以外」を選んだ場合でも、納付書に記載された電子納付番号を使って電子納付することができま
す。ただし、e-Govに納付情報は連携されません。

注意事項

●インターネットバンキングまたはATMを利用して電子納付を行う場合は、ご利用の金融

機関がPay-easy(ペイジー）に対応していることが必要です。

（対応金融機関はPay-easy(ペイジー）ホームページhttps://www.pay-easy.jp/where/を参照

してください。）

●労働保険料を電子納付した場合、厚生労働省から領収証書を発行することはありませんので、ご留意く

ださい。

● 申請案件状況画面を下にスクロールして、 「納付情報」をご覧ください。 

● 電子納付を行うにあたって必要な「納付番号」 「収納機関番号」等が表示されていますので 

ご確認ください。 

● 「電子納付」ボタンをクリックすると、各金融機関のインターネットバンキング検索画面に 

遷移します。 
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